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組合員 各位 

 

東京都管工事工業協同組合 

  理 事 長  宮 崎 文 雄 

技術部会長  松 本 良 次  

 

 

東管協組「直結切替え見積り業務」登録業者募集について 

 

 

 平素は当組合運営に各段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成１９年４月より東京都水道局他４者協定で実施しておりました 

標記見積りサービスが令和３年３月３１日をもちまして終了します。 

 令和３年４月１日以降は当組合所管で登録業者を募り、東京都水道局ホーム

ページで名簿を公開し、見積を希望するお客様が登録業者に直接お申し込み 

されることになります。 

 つきましては、東管協組「直結切替え見積り業務」の見積業者に登録をご希望

される方は、組合ホームページ（https://tokan.or.jp）に掲載されている募集

条件及び実施条件をご確認のうえ、登録申込書と誓約書の２枚をダウンロード

していただき必要事項記入後、組合まで郵送にてご提出ください。 

 初回名簿登録の締切日は令和３年３月２２日(月)組合必着とします。名簿は

令和３年４月１日(木)より東京都水道局ホームページ掲載予定です。 

尚、初回締切日以降でも随時、募集を受付し名簿に反映いたします。 

 

 

 

問合せ先 

組合技術課 電話０３－３５８３－７１１１ 

                                  



令和３年３月１５日 

 

東管協組「直結切替え見積り業務」のご案内 

 

＜募集条件＞ 

１．東京都指定給水装置工事事業者であり、過去に直結切替え工事の実績を有し、東京都

管工事工業協同組合に加入していること。 

 

２．第三者賠償保険（対物・対人）に加入していることが望ましい（任意）。 

 

３．本業務の登録期間は毎年４月１日より１年間とし、１年毎に更新します。 

  募集は随時行い登録を行います。 

 

４．登録事務費は１年間５,０００円（税込）と致します。年度途中の加入でも同額です。 

振込手数料は各自ご負担願います。登録料は毎年４月１日以降にご案内致します。 

 

  ※登録を希望される場合は、登録申込書及び誓約書を組合に郵送してください。 

 ＜送付先＞ 

  〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂６－１５－１４ 

 東京都管工事工業協同組合 技術課 

  電話０３－３５８３－７１１１ 

 

＜実施条件＞ 

１．登録を希望された方の商号・住所・電話番号等を記載した名簿を組合で作成し、東京

都水道局ホームページに掲載します。お客様はその名簿を参考に登録業者に直接見積

依頼を行います。 

 

２．本業務の実施対象は都営水道をご利用のお客様です。見積対象物件の規模について  

規制はございません。 

 

３．お客様からの見積依頼に対して迅速かつ誠実に対応し、又、お客様に対して十分な説

明をすること。見積依頼の拒否、見積書提出の遅延、見積内容（金額内容）等、お客

様からの全てのクレームに関して組合は一切関知致しません。全て登録業者の責任で

対応してください。 

 



 

４．見積料金の有料・無料については各社の判断にお任せします。トラブル回避の為、 

お客様には最初の依頼時に見積料金発生の有無について必ずお知らせください。 

  見積書には直結切替工事に関わる全ての工事（全工種）を網羅し、お客様の要望に    

よる場合を除き追加工事が生じないよう作成すること。 

又、一括計上とはせず、材料費や工事費等、不明瞭な記載をせず、見積内容を分かり

やすく分類して見積書を作成すること。 

 

５．見積書には工事期間、断水時間、工事の影響等を明記すること。 

 

６．見積依頼の経過報告等については個人情報が含まれるため、組合への提出は必要あり

せん。尚、見積に必要な給水装置図面及び水圧調査資料は個人情報となるため、他の

業務に使用してはならない。 

又、不要になった資料は確実な方法で破棄願います。各社で個人情報の管理の徹底を 

お願い致します。 

 

７．第三者に及ぼした損害の処理等については登録業者自らで解決にあたること。 

 

８．給水装置工事として東京都水道局工事施行要領を遵守し適正な申請手続きをすること。 

 

９．登録抹消を希望する場合は速やかに東京都管工事工業協同組合に申し出ること。 

 

 

以上 



令和  年  月  日 

 

東管協組「直結切替え見積り業務」登録申込書 

 

東京都管工事工業協同組合 

理事長  宮 崎 文 雄 殿 

 

東京都管工事工業協同組合の直結切替え見積り業務に登録を申し込みます。 

尚、お客様より依頼された直結切替え見積り業務、施工については責任を持って 

その業務を行います。 

 

支 部 名：               支部  

 

 

事業所名：                                     

 

 

代表者名：                                 印 

 

 

住  所：〒                                              

 

 

電話番号：                           FAX番号：                         

 

 

ホームページ: http://                                           

 

 

E-Mail:                                         

 

 

担当者名：                      

 

東京都指定給水装置事業者番号 

 

第三者賠償保険加入について（任意）    ※↓どちらかに〇を 

 

加入している ･ 加入していない 

 

過去に直結切替え見積り業務を行ったことが ※↓どちらかに〇を 

 

あ る ・ な い 

＜組合記入欄＞ 

登録番号               

受付年月日 令和   年   月   日 

    



令和  年  月   日 

 

東管協組「直結切替え見積り業務」誓約書 

 

東京都管工事工業協同組合 

理事長  宮 崎 文 雄 殿 

 

  

支 部 名：              支部 

 

 

事業所名：                       

 

 

代表者名：                                印 

 

 

住  所：〒                                  

 

 

電話番号：                          FAX番号：                 

 

東管協組直結切替え見積り業務の登録申込に当たり、下記事項について順守することを 

誓約致します。遵守できなかった場合は登録抹消されることを了承致します。 

 

記 

 

一．見積依頼を受けた際は速やかに見積書をお客様に提出します。尚、施工の依頼を受け

た場合、東京都水道局指定給水装置工事事業者工事施行要領を遵守し、責任を持って

施工します。 

 

一．見積書及び工事代金等による苦情・トラブル等については、当社の責任にて解決致し

ます。 

 

一．事故による賠償の責務が発生した際は当社において責任をもって解決致します。 

 

一．施工に当たってはお客様と契約書を取り交わします。 

 

一．東管協組「直結切替え見積り業務」登録抹消を希望する場合は東管協組に連絡します。 

 

 

以上 


